
「バイオ後続品の使用状況に関する現状分析事業」 

企画提案公募要領 

 

１ 委託業務名 

  バイオ後続品の使用状況に関する現状分析事業 

 

２ 事業の内容 

 （１）業務内容 

   別紙「バイオ後続品の使用状況に関する現状分析事業」業務委託仕様書のとおり 

 

 （２）委託料上限額 

   金１８，０００，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

 （３）委託期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 参加資格 

本業務の実施に必要な能力・執行体制を有し、次に掲げる全ての要件を満たす者であ

ること。 

（１）仕様書に定める業務について、適正な執行体制を備え、十分な業務遂行能力を有

する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（３）徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措

置の対象となっていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４条）に基づく更生手続開始、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始又は破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者及びこれらの

手続き中である者でないこと。 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者でないこと。 

（６）特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でな

いと認められる者でないこと。 

 

４ 参加申込み及び企画提案書の提出等 

（１）質問の受付 



当該公募に係る質問は、「質問書（様式第２号）」により行うものとし、電子メ

ール又はファクシミリにより事務局まで提出し、送信後、電話にて着信の確認を行

うこと。    

なお、口頭での質問は受け付けない。また、回答は、県ホームページに掲載す

る。 

   【受付期間】令和８年５月１５日(金)から５月２２日(金)までの 

         午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

     

（２）参加申込書の提出 

本プロポーザルに参加（企画提案書を提出）する場合は、次のとおり必要書類を

電子メール又はファクシミリにより事務局まで提出し、送信後、電話にて着信の確

認を行うこと。 

    【提出書類】参加申込書（様式第１号） １部 

    【提出期限】令和８年５月２９日(金) 午後５時まで（必着） 

 

（３）企画提案書及び見積書等の提出 

次の書類を作成の上、持参又は郵送（書留で期限内必着）により事務局まで提出

すること。 

    【提出書類】次のア～イに記載する書類等の正本１部、副本９部 

    【提出期限】令和８年６月１１日(木) 午後５時まで（必着） 

 

ア 企画提案書（様式第３号） 

１ 提案者の概要等（任意様式） 

２ 企画提案書（任意様式とし、記載項目は次のとおりとする。） 

  ・類似業務実績 

   ・業務に係る実施方針、スケジュール及び具体的な企画提案 

（成果物を含む） 

   ・本業務の実施体制  

３ 見積書（任意様式） 

  ・見積りの基礎となる内容及び数量等の積算内訳 

４ 参考資料（任意提出） 

・企画提案内容を補足する資料があれば提出すること。 

 

イ その他添付資料 

・登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※個人事業主の場合は、「開業届（写し）」を提出 

・直近２期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書など 

※設立１年未満等で決算書がない場合は、事業計画書及び予算書 



・県税及び国税に未納がない旨の証明書（原本） 

 

（４）留意事項 

企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、書類

の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出をお

願いする場合がある。また、提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却し

ない。 

 

（５）提出先（事務局） 

   徳島県保健福祉部健康寿命推進課国保運営室 

     〒７７０－８５７０ 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

     （電 話）０８８－６２１－２１９０ 

   （ﾌｧｸｼﾐﾘ）０８８－６２１－２８４１ 

   （E-mail）kenkoujumyousuishinka@pref.tokushima.lg.jp 

 

５ 選定及び審査方法 

（１）選定方法 

・提出された企画提案書については、徳島県が別に設置する選定委員会において、

別紙「審査基準」により採点し、その合計点を基準に、最優秀提案者（委託候補

者）を選定する。 

・また、参加者が１者だった場合は、選定委員会にて審査を行った上で、総合的に

評価して委託候補者としての適否を判断する。 

・選定委員会は非公開とし、評価内容に関する質問や異議は受け付けない。 

 

（２）審査方法 

・選定委員会は、オンラインによるプレゼンテーション方式（企画提案書の提出者

はプレゼンテーションにより内容説明を行い、選定委員からの質疑に応答す

る。）で行うものとする。 

・選定委員会の日時及び場所は、企画提案書の提出者に別途通知する。 

 なお、所要時間は、１提案者あたり２５分以内（提出された企画提案書に基づく

説明１５分以内、質疑応答１０分以内）を予定している。 

 

（３）審査結果 

・審査の結果については、全ての提案者に文書で通知するとともに、最優秀提案者

の名称を県ホームページにて公表する。 

・ただし、審査の経緯については公表しない。また、選定結果に対する異議申立て

は受理しない。 

 



（４）その他 

     次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外する。 

    ア 上限額を超える金額での企画提案書の提出があったとき。 

    イ 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。 

    ウ その他、委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したと

き。 

 

６ 参加の辞退 

参加申込書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、４の（３）に示す提出期

限までに、「応募辞退届（様式第４号）」を提出すること。なお、辞退の届出につい

ては、持参又は郵送（書留で期限内必着）によること。 

 

７ 契約締結 

・契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではな

く、委託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、

徳島県と委託候補者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等

の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 

・別紙仕様書は、当該業務の最低水準を示すものであり、委託候補者の企画提案内容

によっては、締結する契約書に添付する仕様書には、徳島県と委託候補者との協議

等の結果に基づき、業務の内容が追加され、又は修正される場合がある。 

・委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったとき

は、その選定を取り消すとともに、選定委員会において次点となった者を委託候補

者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結するものとする。 

 

８ その他の留意事項 

・本事業の実施に当たっては、公募要領、委託契約書及び徳島県契約事務規則の他、

別に定める規程等を遵守すること。 

・この企画提案書の作成及び提出に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

 

９ スケジュール 

   募集開始        令和８年５月１５日(金)   

  質問受付期間      令和８年５月１５日(金)～５月２２日(金) 

   参加申込書提出期限   令和８年５月２９日(金) 午後５時必着   

  企画提案書提出期限   令和８年６月１１日(木) 午後５時必着    

選定委員会開催     令和８年６月下旬～７月上旬（予定）  

選定結果通知      令和８年６月下旬～７月上旬（予定）  

契約          令和８年７月上旬～７月中旬（予定） 


